
税
ぜい

 金
きん

 

  外国人
がいこくじん

も日本人
にほんじん

と同
おな

じように税金
ぜいきん

を支
し

払
はら

わなければなりません。 

  税金
ぜいきん

には、直 接 税
ちょくせつぜい

と間接税
かんせつぜい

があります。直 接 税
ちょくせつぜい

は、国
くに

に納
おさ

める「所得税
しょとくぜい

」や県
けん

・市町村
しちょうそん

に納
おさ

め

る｢ 住
じゅう

民
みん

税
ぜい

｣などで、所得
しょとく

にかかる税金
ぜいきん

です｡間接税
かんせつぜい

は、商 品
しょうひん

などを買
か

う時
とき

に支
し

払
はら

う税金
ぜいきん

です。又
また

、国
くに

が課税
かぜい

する｢国税
こくぜい

｣と地方
ちほう

公 共
こうきょう

団体
だんたい

の県
けん

・市町村
しちょうそん

が課税
かぜい

する「地方税
ちほうぜい

」の2つに分
わ

かれます。 

 

１ 所得税
しょとくぜい

(国税
こくぜい

) 

   所得税
しょとくぜい

は、毎
まい

年
とし

１月
がつ

1日
にち

から 12月
がつ

31日
にち

までの 1年間
ねんかん

に得
え

た所
しょ

得
とく

額
がく

にかかる税金
ぜいきん

です。これには、

商 売
しょうばい

をしている人
ひと

などが自分
じぶん

で税金
ぜいきん

を計算
けいさん

して納
おさ

める申告
しんこく

所得税
しょとくぜい

と，サラリーマンなどのように

毎月
まいつき

の 給 料
きゅうりょう

などから天
てん

引
び

きで 徴 収
ちょうしゅう

される源泉
げんせん

所得税
しょとくぜい

の２つ
ふたつ

があります。 

２ 住 民 税
じゅうみんぜい

(地方税
ちほうぜい

) 

   前年
ぜんねん

の所得
しょとく

に県
けん

や市町村
しちょうそん

が課税
かぜい

するもので、個人
こじん

に課税
かぜい

される住 民 税
じゅうみんぜい

は、毎年
まいとし

1月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

の

住所地
じゅうしょち

の県
けん

・市町村
しちょうそん

が課税
かぜい

します。 

３ 税金
ぜいきん

の納
おさ

め方
かた

 

   所得税
しょとくぜい

や住 民 税
じゅうみんぜい

は、1年間
ねんかん

の 収 入
しゅうにゅう

や扶養
ふよう

している人
ひと

の数
かず

などによって納
おさ

める税
ぜい

金
きん

の額
がく

が違
ちが

いま

す。勤務先
きんむさき

で年末
ねんまつ

調 整
ちょうせい

をしていない人
ひと

は、2月
がつ

16日
にち

から3月
がつ

15日
にち

(土
ど

･日
にち

の場合
ばあい

は 順
じゅん

次
じ

繰
くり

り下
さ

げ)までの

間
あいだ

に税務
ぜいむ

署
しょ

や市
し

役所
やくしょ

に申告
しんこく

の手
て

続
つづ

きが必要
ひつよう

になります。又
また

住 民 税
じゅうみんぜい

は、市町村
しちょうそん

からの税金
ぜいきん

の額
がく

の

決定
けってい

通知
つうち

が届
とど

き、年
ねん

4回
かい

（8月
がつ

･10月
がつ

･12月
がつ

･2月
がつ

）に分
わ

けて納
おさ

めます。但し
ただし

、給 料
きゅうりょう

から天
てん

引
び

きの人
ひと

は毎月
まいつき

引
ひ

かれます。 

   源泉
げんせん

徴
ちょう

収 税
しゅうぜい

は、申告
しんこく

の内容
ないよう

によって還付
かんぷ

されることがありますので、 予
あらかじ

め帰
き

国
こく

することが分
わ

か

っている場合
ばあい

は、税務
ぜいむ

署
しょ

又
また

は市
し

役所
やくしょ

にご相
そう

談
だん

ください。 

４ 軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

 

   毎年
まいとし

4月
がつ

1日
にち

にバイクや軽
けい

四輪車
よんりんしゃ

を所有
しょゆう

している人
ひと

に課税
かぜい

するものです。5月
がつ

に市町村
しちょうそん

から税金
ぜいきん

の

決定
けってい

通知
つうち

が届
とど

いたら、1回
かい

で納
おさ

めます｡帰国
きこく

のために他人
たにん

に譲
ゆず

ったり、廃車
はいしゃ

する場合
ばあい

は軽自動車
けいじどうしゃ

販売店
はんばいてん

協 会
きょうかい

又
また

は市
し

役所
やくしょ

に届出
とどけで

てください。 

５ その他
た

の税
ぜい

 

   医療
いりょう

を受
う

けるための保険
ほけん

制度
せいど

で、国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

に加入
かにゅう

すると、国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

税
ぜい

が課税
かぜい

されます。 

 

◎問合
といあ

わせ先
さき

  三島市
み し ま し

役所
やくしょ

市民税課
しみんぜいか

(市
し

役所
やくしょ

西館
にしかん

1階
かい

・電話
でんわ

983‐2626)  ＊日本語
にほんご

のできる人
ひと

を介
かい

して下さい
く だ さ い

。 

 


